
 

国立国語研究所の連絡調整会議に置かれる専門委員会に関する規程 

 

平成２４年 ３月２７日 

国語研規程第６１号  

改正 平成２５年 ３月２７日 

改正 平成２５年 ９月２５日 

改正 平成２６年 ３月２６日 

改正 平成２７年 ３月２５日 

改正 平成２８年 ４月 １日 

改正 平成２８年 ４月２７日 

改正 平成２８年 ９月１４日 

改正 平成３０年 ４月 １日 

改正 令和 ３年 ４月 １日 

改正 令和 ４年 ４月 １日 

改正 令和 ４年 ４月１３日 

改正 令和 ６年 ４月 １日 

改正 令和 ６年 ８月 １日 

改正 令和 ７年 ４月 １日 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立国語研究所連絡調整会議規程（国語研規程第１１号）第８条に基づき，連

絡調整会議（以下「会議」という。）に置かれる専門委員会（以下「委員会」という。）について必

要な事項を定めるものとする。 

 

（委員会の名称及び調査・検討事項） 

第２条 会議には，別表に掲げる専門委員会を置き，別表に掲げる調査・検討を行う。 

２ 委員会は，調査・検討事項に応じて，部会又はワーキンググループを設置することができる。 

 

（委員長） 

第３条 委員会に委員長を置き，原則として会議に分属する者から議長が指名する者をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を主宰する。 

３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名する者が，その職務を代行する。 

 

（委員） 

第４条 委員会の委員は，委員長が指名する。ただし，ハラスメント防止委員会に係る委員の指名に

あたっては，性別及び所属等に配慮しなければならない。 

２ 委員会の委員は，それぞれの委員会の特性に応じ，適切な人数とする。 

３ 委員の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，

前任者の残任期間とする。 

 

（議事） 

第５条 委員会は，委員の過半数の出席がなければ，議事を開くことができない。 

２ 委員会の議事を議決するときは，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員

長の決するところによる。 

 

（意見の聴取） 



第６条 委員長は，必要に応じて委員以外の者に出席を求め，意見を聴取することができる。 

 

（会議への報告） 

第７条 委員会は，調査・検討の結果について会議に報告する。 

 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ 国立国語研究所の連絡調整会議，学術推進・国際展開企画会議に置かれる専門委員会に関する

規程（国語研規程第５３号）は廃止する。 

附 則 

この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，平成２８年４月２７日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 

２ 国立国語研究所ＮＩＮＪＡＬプログラム委員会規程（国語研規程第５５号）は廃止する。 

附 則 

この規程は，平成２８年９月１４日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 国立国語研究所研究情報誌編集委員会規程（国語研規程第７３号）は廃止する。 

  附 則 

この規程は，令和４年４月１３日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 国立国語研究所広報委員会規程（国語研規程第８７号）は廃止する。 

附 則 

この規程は，令和６年８月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は，令和７年４月１日から施行する。 

２ 国立国語研究所言語資源開発センター運営委員会規程（国語研規程第９５号）は廃止する。 

３ 国立国語研究所大学院教育委員会規程（国語研規程第９９号）は廃止する。  



別 表（第２条関係）： 専門委員会 

 

 名    称 主な調査・検討事項 

管
理
・
運
営
関
係 

自己点検・評価委員会 研究所が自ら行う点検評価及び評価に関すること。 

情報セキュリティ委員会 情報セキュリティに関すること。 

知的財産委員会 研究所の知的財産の管理に関すること。 

情報基盤運用委員会 情報基盤の整備・管理・運用に関すること。 

情報公開・個人情報保護委員会 情報公開及び個人情報の管理に関すること。 

ハラスメント防止委員会 ハラスメントによる人権侵害の防止に関すること。 

研究倫理委員会 
研究活動における不正行為の防止，研究者倫理の向上に

関すること。 

施設・防災委員会 施設の管理運営及び防災等に関すること。 

将来計画委員会 研究所の将来計画に関すること。 

学
術
・
発
信
関
係 

共同利用推進センター運営委員会 共同利用推進センターの運営に関すること。 

次世代言語科学研究センター運営委

員会 
次世代言語科学研究センターの運営に関すること。 

論集編集委員会 『国立国語研究所論集』の編集・刊行に関すること。 

 

 


